
（　　）67 （偕行　令和 7 年11・12月号） 花だより・つどい

祭
会
場
の
テ
ン
ト
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
。

　

例
大
祭
翌
日
は
、
引
き
続
く
猛
暑
の
中
、
テ

ン
ト
の
撤
収
作
業
を
役
員
で
も
あ
る
偕
行
会
員

3
人
を
含
む
7
人
で
行
っ
た
。
テ
ン
ト
の
貸
し

主
で
あ
る
地
元
堀
江
建
設
（
明
治
時
代
に
弘
前

偕
行
社
を
建
て
た
会
社
）
の
社
員
・
操
縦
手
と

助
手
2
人
の
支
援
が
あ
っ
た
も
の
の
、
重
い
支

柱
と
シ
ー
ト
及
び
重
し
ブ
ロ
ッ
ク
の
回
収
は
老

体
に
応
え
た
。

　

7
月
も
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
8
月
は｢

弘
前

ね
ぷ
た
ま
つ
り｣

で
あ
る
。
弘
前
桜
祭
り
に
合

わ
せ
て
5
日
間
全
室
を
一
般
公
開
し
た
の
に
続

き
、
ね
ぷ
た
ま
つ
り
期
間
中
の
1
日
か
ら
3
日

と
お
盆
と
な
る
12
日
か
ら
14
日
の
6
日
間
も
忠

霊
塔
本
堂
、
納
骨
堂
、
礼
拝
の
間
な
ど
全
室
を

一
般
公
開
し
た
。
時
間
は
午
前
9
時
か
ら
午
後

4
時
ま
で
の
間
で
、
毎
日
2
名
の
役
員
が
説
明

に
当
た
っ
た
。
偕
行
会
員
は
6
日
間
7
名
が
担

当
し
た
。

　

来
場
者
に
は
、
先
ず
、
本
堂
前
の
常
時
開
放

室
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
青
森
県
戦
没
者
銘
板

2
万
9
1
7
6
柱
の
氏
名
と
約
1
7
0
0
の

骨
壺
を
説
明
す
る
。
併
せ
て
お
釈
迦
様
の
仏
舎

利
及
び
三
蔵
法
師
の
霊
骨
が
納
め
ら
れ
て
い

る
、
全
国
で
も
希
少
な
忠
霊
塔
で
あ
る
こ
と
を

加
え
る
。
引
き
続
き
、
本
堂
に
案
内
し
、
仏
舎

利
及
び
三
蔵
法
師
の
霊
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
る

金
庫
と
忠
霊
塔
の
本
尊
・
木
造
の
軍
神
像
を
説

明
す
る
。
次
い
で
、
拝
礼
の
間
を
通
り
第
一
展

示
室
で
は
、
戦
争
の
記
録
を
パ
ネ
ル
を
使
っ
て

説
明
す
る
。
引
き
続
き
、
納
骨
堂
4
室
を
時
計

回
り
に
案
内
し
、
第
2
展
示
室
で
は
、
特
攻
隊

の
記
録
を
写
真
、
遺
書
、
パ
ネ
ル
で
説
明
す
る
。

来
塔
者
の
感
想
文
で
は
、「
様
々
な
寺
社
仏
閣

を
巡
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
立
派
な
忠

霊
塔
を
見
た
の
は
初
め
て
で
す
（
東
京
都
）」、

「
○
○
遺
族
会
15
名
礼
拝
、
数
名
の
方
が
遺
族

の
名
前
や
骨
壺
を
確
認
さ
れ
、
感
激
さ
れ
て
い

た
（
青
森
県
）」「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の

観
光
客
で
す
。雰
囲
気
が
と
っ
て
も
良
い
で
す
。

有
り
難
う
御
座
い
ま
す
」
な
ど
が
記
録
帳
か
ら

確
認
さ
れ
た
。

　

全
国
の
陸
修
偕
行
社
会
員
の
皆
様
、
是
非
弘

前
を
訪
問
し
て
下
さ
い
。
青
森
県
偕
行
会
が
ご

案
内
致
し
ま
す
。

寄
贈
図
書
の
紹
介

を
守
る
た
め
だ
っ
た
」
な
ど
で
し
た
。

　

な
お
事
変
当
時
の
関
東
軍
司
令
官
本
庄

繁
は
「
満
洲
事
変
ハ
排
日
ノ
極
ミ
、
鉄
道

爆
破
ニ
端
ヲ
発
シ
、
関
東
軍
ト
シ
テ
自
衛

上
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
ニ
出
デ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
、
何
等
政
府
及
ビ
最
高
司
令
部
ノ
指
示

ヲ
ウ
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
、
全
ク
当
時

ノ
関
東
軍
司
令
官
タ
ル
予
一
個
ノ
責
任
ナ

リ
ト
ス
ル
」
と
の
遺
書
を
残
し
1
9
4
5

年
11
月
、
逮
捕
前
に
自
決
し
て
い
ま
す
。
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本
体
1
5
8
0
円
＋
税

編
集
委
員
会

関
口
高
史
著
『
板
垣
征
四
郎
の
満
洲
事
変

─
本
当
に
独
断
だ
っ
た
の
か
？
』

　

著
者
の
関
口
高
史
氏
は
、
陸
自
88
期
、

第
1
空
挺
団
、
陸
上
幕
僚
監
部
調
査
部
、

研
究
本
部
総
合
研
究
部
、
防
衛
大
学
校
防

衛
学
教
育
学
群
戦
略
教
育
室
等
で
勤
務
し

た
予
備
1
等
陸
佐
で
す
。『
牟
田
口
廉
也

と
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
』（
光
文
社
新
書
）、

『
誰
が
一
木
支
隊
を
全
滅
さ
せ
た
の
か
』

（
光
文
社
N
F
文
庫
）
な
ど
の
著
作
の
他
、

N
H
K
『
新
・
映
像
の
世
紀
』
映
画
「
雪

風
」
な
ど
の
軍
事
考
証
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
書
は
、
陸
軍
中
央
部
の
視
点
で
は
な

く
、
現
地
部
隊
の
一
参
謀
：
板
垣
征
四
郎

の
視
点
か
ら
満
洲
事
変
に
真
摯
に
向
き
合

う
も
の
で
す
。

　

板
垣
は
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
に
問
わ

れ
た
東
京
裁
判
に
お
い
て
、
満
洲
事
変
は

国
家
の
問
題
で
あ
り
、
侵
略
即
犯
罪
で
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
個
人
の
問

題
で
は
な
い
、
と
語
っ
て
検
察
官
か
ら
の

追
及
に
真
っ
向
か
ら
戦
い
ま
し
た
。

　

板
垣
の
主
な
弁
明
は
、「
満
洲
事
変
は

『
自
衛
戦
争
』（
パ
ー
ル
判
事
の
「
自
衛
戦

争
論
」
と
一
致
）
で
あ
り
関
東
軍
参
謀
と

し
て
上
官
の
命
令
に
従
っ
て
国
家
の
利
益




